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協議 1-1 

協議資料－1 

協議事項-1 （仮称）三田市地域内交通導入指針（素案）について 

事業者名 三田市 

担当者 入江 添付資料 有 

＜趣旨＞ 

三田市地域公共交通計画における事業 1-2-3「小さな需要を支える支線・地域内交通

の再編」に基づき、新たな地域内交通の導入に向け「指針（準拠すべきよりどころ又は

準拠すべき基本的な方向性、方法を示したもの）を作成する。 

この度、素案について協議する。 

 

＜内容＞ 

１．これまでの指針 

・「新たな市民生活交通導入検討指針」（平成 23 年 8 月策定） 

当該指針はコミュニティバスの導入を想定して策定された指針であり、その後の交

通環境の変化等に対応するアップデートが必要 

 

２．計画に基づく指針の策定 

・「新たな市民生活交通導入検討指針（平成 23 年 8 月）」を改訂し、「（仮称）三田市地域

内交通導入指針」を策定する。 

・地域主体により、地域の課題や特性に応じた地域内交通の検討・導入を想定する。 

・これまで実施した自家用有償旅客運送や既存公共交通を活用した検討等の実績を踏ま

え、持続可能な交通となる目標設定を行う。 

 

３．スケジュール（予定） 

  令和 7年 9月  活性化協議会にて、指針（素案）について協議 

  令和 7年 11 月  9 月の協議結果を受けて修正した指針（案）について協議 

     ～    パブリックコメント実施 

  令和 8年 3月   指針の改訂 

令和 8年 4月  運用開始 
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（仮称）三田市地域内交通導入指針 （素案） 

― 地域のみんなで考えつくる 地域の交通 ― 

 

【内容構成】 

[1] 地域内交通の導入について  

・導入の目的 

・三田市の地域内交通の方向性と役割 

・交通手法の概念図 

・法律上の位置づけ 

 

[2] 地域・市・事業者の役割と連携  

   地域主体のもと３者で適切な役割分担を行い、連携して取り組む 

 

[3] 地域内交通の進め方と役割分担 （地域内交通導入の流れ）  

Ⅰ- 事前準備/調査 

地域の移動需要に対応する移動交通手段をどう考えるか  

  STEP 1◇地域の交通を知り、地域に望ましい交通（移動手段）を考える 

課題把握 /地域ニーズ意向調査 /地域検討組織の立ち上げ 

 

Ⅱ- 計画 

  STEP 2◇地域に合った交通手段を考える   

地域の特性や移動ニーズから、地域に合った必要な交通手段を実現していく方法

を考える 

      地域内交通の運営運行主体・運行形態・運行ルート等の検討 

運行計画の作成 

 

Ⅲ- 運行/実施後の評価 （検証見直し） 

   STEP 3◇実証運行で効果・課題を検証する 

   試験運行を行って効果や課題を検証し、より使いやすく持続可能な交通について

検討する 

 

STEP 4◇本格運行への移行 /本格運行と改善を図る 

実証運行の結果を踏まえ、運行計画を作成し、本格運行を実施する 

 

[4] 事業採算性の検証  

評価指標と目標値設定（乗合率、収支率）/ 市の関わり方  

 

[5] 評価・見直し方法 
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[１] 地域内交通の導入について 

 

1. 導入の目的 

（交通を取り巻く現状） 

三田市の地域及び地域公共交通の現状を見ると、市内を鉄道、路線バス、タク

シーが運行しており、市街地付近や鉄道駅付近はある程度、運行サービスが充足

している一方で、市街地の一部や農村部等の居住地によっては、交通サービスの

レベルが低い交通不便地域や、一定の距離に鉄道駅やバス停などがない交通空

白地域が存在しています。 

また、公共交通利用者数の減少、運転手不足等を理由に、運行補助路線も含め

た路線バスの減便・休止が続いており、交通手段を確保・維持していくことが難

しくなってきています。三田市全体の高齢化率を見ると 30.3％（令和 7 年 3 月

末現在）で、地区別にみても北部の一部で 40％以上となっており今後 40％を超

える地域が増える見込みで、こうした地域の高齢化の状況にも配慮して、移動手

段を確保していくことが必要となります。 

 

こうした中、三田市では、日常生活を支える新たな移動手段として、地域主体

による自家用有償旅客運送（広野地区・小野地区・藍地区）を導入し、その他に

もグリーンスローモビリティを使用した実証実験運行（武庫が丘地区）やタクシ

ーを活用した実証実験運行（志手原地区・広野地区北部・本庄地区）を実施して

います 

 

(対応すべき課題) 

こうした背景から、地域での暮らしを守り、地域の移動手段として、持続可能

な交通手段の確保・維持のため、既存の公共交通の活用や新しい交通手段の導入

を図るため、地域住民・市・交通事業者が役割を理解し連携して取り組むことが

必要です。 

そこで、三田市全域の課題把握と課題解決に向けた公共交通の方向性を整理

し、令和６年３月に「三田市地域公共交通計画」を策定し、地域の移動需要や地

域特性に応じた公共交通サービスの提供と充実を進めています。 

今後、新たな地域公共交通から既存の公共交通への乗り継ぎなど、連携を強化

して、相互の役割を活かした仕組みにしていくことで、市全体の公共交通の利便

性が向上する交通ネットワークを構築していく必要があります。そのため、地域

内交通の導入にあたって、対応すべき課題を次の ３ 点と捉えています。  

 

① 交通不便地域や交通空白地域の移動手段を確保すること   

② 既存の公共交通を補完し、その連携体制を確保すること  

③ 高齢者など移動に困る人の移動手段を確保すること 

 

これらの課題に対応するため、新たな地域内交通の導入を検討していきます。 
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2. 地域内交通の方向性と役割 

 

新たな地域内交通とは、公共交通のサービスレベルが低い地域やバス停留所

までの移動が困難な地域などにおいて、既存の公共交通を補完し、地域内の移動

や地域交通拠点までの移動を支える交通手段を言います。 

地域内交通は、地域内の移動や地域の中心部（広域交通拠点、地域交通拠点等）

までの移動を支える役割を担い、三田市の地域内交通の導入にあたっては、地域

の特性に応じ、ラストワンマイル※1やフィーダー※2を目的とした手法を検討

します。 

これには、既存のバス路線等他の交通手段と競合することがないよう、交通手

段ごとの役割分担に留意し、近傍を運行しているバス路線があればその活用を

検討するとともに、路線バスとの競合に十分留意した運行ルートを設定し、それ

ぞれの役割分担を明確にすることが重要です。 

 

【地域内交通のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交通手法と運行形態） 

新たな地域内交通を検討するにあたっては、道路運送法等の法律やその他、国

の指針等に基づき、「運行形態」「運行ルート」「運賃」等、地域の状況や利用者

の特性、移動需要等を踏まえて、地域の実情に合ったきめ細やかな移動手段と運

行内容を検討します。 

 

※1 ラストワンマイルとは、自宅から地域内の交通拠点や近隣の施設間の移動のこと 

※2 フィーダーとは、地域内から交通拠点となる幹線のバス停や鉄道駅等へ接続する移動のこと 

  

幹線・支線交通
（バス・鉄道）

フィーダー

ラストワンマイル

地域内
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地域内交通 交通手法の概念図 

― 利用者の特性と輸送密度による分類 ― 

 

地域内交通の法律上の位置づけ 

道路運送法（バスやタクシーといった旅客自動車運送事業について規定され

た法律）では自動車による旅客の運送方法として、事業用（緑ナンバー）と自家

用（白ナンバー）に分けられ、様々な運行方法があります。 

輸送力　大

（乗合輸送）　　　　　　　　

輸送力  小

（個別輸送）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利用者不特定 利用者特定

（自由度　低） （自由度　高）

　

利用特性（移動の自由度）

輸

送

の

密

地域内交通

乗合タクシー（デマンド交通）

路線不定期運行・区域運行

自家用有償旅客運送

公共交通

鉄道 路線バス

コミュニティバス

タクシーの相乗り

ボランティア運送

公共交通

タクシー
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[２] 地域・市・事業者の役割と連携 

持続可能な交通手段の確保・維持のため、既存の公共交通の活用や新たな交通

手段の導入を図る際には、地域住民と市、交通事業者の 3 者が役割分担を理解

し、連携して取り組んでいくことが必要となります。 

地域住民が主体となり運行計画の検討に参画し、くらしの交通を地域自らで

「つくり」「守り」「育てる」意識を持ってもらうことが重要です。 

 
利用を集める、増やす 地域ニーズに応える

地域と対話し調整する

地域 事業者

市

課題と目標像の共有
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[3] 地域内交通導入の進め方と役割分担　―導入の流れ

STEP  1 STEP  2 STEP  3 STEP  4

地域に合った交通手段を考える 実証運行で効果・課題を検証する 本格運行へ移行/本格運行と改善を図る

◆運営運行主体の検討 ◆実証運行の準備、実施 ◆本格運行の実施

◆運行形態の検討 ◆実証運行の効果検証（評価分析） ◆運行の評価と運行内容の見直し

◆交通事業者との協議

◆事業採算性の検討

・検討組織の立ち上げ ・運営運行組織への移行、立ち上げ ・周知・利用促進策の検討実施 ・周知・利用促進策の検討実施

　（自治会、地域づくり協議会等） ・運行内容の検討し、運行計画を作成 ・実証運行の評価 ・本格運行の評価

・地域ニーズ意向、アンケート調査 ・事業採算性の検証

・地域特性、移動ニーズの把握

・勉強会等の開催

・検討組織の立ち上げ支援 ・地域公共交通会議の開催協議 ・地域公共交通会議の開催協議

・運行事業者の選定 ・本格運行の許可申請

・交通事業者との調整 ・実証運行の許可申請 ・運行の評価支援、

・他地域の取組事例の紹介 （運行の継続、とりやめの判断）

・運行計画の見直し提案

・運行計画の見直し提案

・実証運行の許可申請 ・本格運行の許可申請

・安全な運行の実施 ・安全な運行の実施

・既存バス路線との競合につい

て協議

取

組

内

容

期間の

目安

取組に関する支援（勉強会への

参加、公共交通の利用状況の提

供等）

交

通

事

業

者

〇実証運行の結果を踏まえ、運行計画

を作成し、本格運行を実施する。

・運行の評価支援、実証運行の

継続、本格運行への移行判断）

地

域

組

織

市

・地域内交通検討支援プログラ

ムの提供

◆地域で移動手段を考えていくための検

討組織の立ち上げ

◆新たな移動手段で担う移動需要の把握

・地域住民とともに運行形態・

方式、運行内容の検討支援

・運行に関する目標値や評価指

標の説明

・実証運行の評価支援

〇対応する移動需要を踏まえて、相応

しい移動手段を考え、実現していく方

法を検討する。

◆運行計画の作成（運行ルート、運行エ

リア、運行ダイヤ・日程、運行車両、運

賃等）

〇運行計画を作成し、実証運行を実施

する。本格運行に向けた基準設定をも

とに、評価検証する。

地域の交通を知り、地域に望ましい交

通(移動手段）を考える

Ⅰ 事前準備／調査 Ⅱ 計画 Ⅲ 運行／ 実施後の評価

本格運行までのＳＴＥＰ

三

田

市

地

域

公

共

交

通

活

性

化

協

議

会

で

の

承

認

三

田

市

地

域

公

共

交

通

活

性

化

協

議

会

で

の

承

認

約1年 約1～2年
実証運行

1～2年
実証運行終了後

最長3年

継続可能
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Ⅰ－事前準備 / 調査  

 

STEP 1◇地域の交通を知り、地域に望ましい交通（移動交通）を考える 

 

□ 地域の交通を知る                           

 

地域の交通の現状を把握し、地域が抱える交通の課題を共有し、どのような新

たな移動手段が必要なのか、地域にとって望ましい交通を検討するため、勉強会

を開催するなどして。共通認識を持つようにしましょう。 

・地域の移動に関する困りごとの共有 

 ・勉強会の開催 

 

□ 地域の移動ニーズの把握                                 

 

どのような移動サービスが必要であるかの検討のため、移動ニーズを把握す

る必要があります。地域の日常の移動ニーズや、地域内交通の必要性について、

アンケート等を実施し、下記の①～④について把握しましょう。 

① どのような人の ②どういった移動を ③どのような方法で  

④ 誰が行うか   

利用される地域交通を検討する際には、本当に交通を必要としている利用者

を見極め、ニーズに対応することが重要です。 

「あると利用する」「５年後先にはあったらいい」といったあいまいなニーズ

に対してではなく、現に日常生活の移動に困っているといった喫緊性の高いニ

ーズを対象に、対応策を考えることが大切です。 

対応する移動ニーズを踏まえて、どのような移動手段が相応しいかを考えま

す。 

 

□ 検討組織の立ち上げ                          

 

地域交通は、地域主体による運営を導入していくことを基本とするため、地域

住民が中心となって検討し、運行に向け取組を行っていく検討組織を立ち上げ

ます。 
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Ⅱ 計画 STEP 2◇地域に合った交通手段を考える 

□運行内容の検討                                                     

公共交通サービスを考えていくにあたっては、「運行形態」「運行ルート」「運

行ダイヤ」「運賃」「車両サイズ」等、地域の状況や利用者の特性、移動需要等を

踏まえて、運行内容の詳細を検討しましょう。 

 

＜移動手段の選択と運行形態の検討フロー＞

困難 可能

　　　　　　    　　　既存の公共交通の活用

Yes

No

乗合型輸送による対応

Yes

No デマンド交通

乗合型輸送による対応

Yes

デマンド交通

No

自家用車による対応

有償

無償 ボランティア運送

＊乗合タクシー：同じ方面へ向かう不特定多数の乗客が相乗りで利用するタクシー

＊相乗りタクシー：複数の乗客が同じ方向へ移動する際に、1台のタクシーを共同で利用するサービス

乗合タクシー(定時

定路線型)

一般乗合旅客自動車

運送事業

◆〈運行方法〉 ◆〈移動交通手段〉

○既存の路線バスのルート延

長・変更ができる

○一定の利用が見込める

既存路線バスの見直

し（路線見直し）

○時刻表に沿って運行し

てほしい（予約なしで乗

車したい）

○目的地までの到着時間

を読めるようにしたい

○停留所まで歩くのは問

題ない

○ある程度まとまった需

要があり、利用が見込め

る

コミュニティバス

一般乗合旅客自動車

運送事業

タクシー

等による

運行が可

乗合タクシー（路線

不定期運行、区域運

行〈自由経路ミー

ティングポイント

型〉

○利用のある便だけ運行

して効率良く運行したい

○家のそばまで運行して

ほしい

○予約制でもよい

○出発時刻も到着時刻も

遅れても構わない

〇需要にばらつきがある

自家用車

による運

行が可

タクシーの相乗り交

通（区域運行〈ドア

toドア〉

停留所

を決め

て乗降

する

ドアto

ドアが

よい

自家用有償旅客運送

（交通空白地有償輸

送）

タクシーの相乗りによ

る対応

新たな移動交通手段の導入

既存の交通手段を活用できる

デマンド交通：利用者の予約がある場合にのみ、

ルートや運行時間を変えて運行するもの
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□運行エリア（区域）                                                                                        

運行エリアは、小学校区単位を基本としつつ、地域特性に応じて複数の地区を

包括する区域等とし、エリア内の目的地・目的施設や主要バス停、鉄道駅等の交

通拠点へのアクセスができる区域を設定します。 路線バス等の公共交通が運行

している地域では、それらの公共交通と競合しないようにする必要があり、他に

道路がない等重複がやむを得ない場合は、既存の公共交通との調整を行う必要

があります。 

 

□運行曜日・時刻                                                       

運行曜日・時刻は、外出頻度や必要なサービス水準を踏まえ、適切な運行頻度

となるように設定します。通勤・通学の便については毎日決まった時刻に運行す

る必要がありますが、通院や買い物等は毎日常に生じるものではないことから、

特に人口が少ない地域では、日中の便については曜日・時刻を限定することで効

率的な運行が期待できます。 

運行可能な日数や時間を検討した上で、できるだけ地域のニーズを踏まえ、運

行曜日や時刻の設定を検討します。 

 

□運行車両                                                       

利用目的や需要、予算規模等を考慮して、効率的な運行ができ、利用対象者が

安全に安心して利用することができる車両を導入します。運行経費も考慮して、

需要に応じた車両を選択します。 

   

頻度高い 頻度低い

移動ニーズやサービス水準に合わせて設定

平日・土曜 平日のみ 曜日限定毎日
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□運行ルート                                                      

運行ルートのパターンとして、以下が考えられます。定時定路型の運行ルート

の場合には、予約をしなくても利用することができる一方、必要以上の経費がか

かる場合があります。迂回ルート型や区域運行型の運行ルートの場合には事前

に予約が必要となる一方で、ニーズに合わせた効率的な運行ができます。 

 

□運行ダイヤの設定方式                          

運行ダイヤのパターンとしては、以下のようなものがあります。 

①固定ダイヤ型 

通常の路線バス等と同様に、設定されたダイヤで運行するパターン 

②基本ダイヤ型 

運行の頻度と目的施設や乗降ポイントにおける概ねの時刻、着時刻が設定さ

れており、予約に応じて運行するパターン 

③非固定ダイヤ型 

あらかじめ決められた運行曜日や運行時間内で、予約に応じて随時運行する

パターン 
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□運賃                                                            

運賃は、利用意向、採算性、わかりやすさなどを踏まえ、「均一制」「距離制（対

キロ制）」「ゾーン制」などから選択します。また、国の指針や路線バス・タクシ

ーの運賃との整合を図ります。 

 

①運行内容と採算性から運賃を設定します     

・必要な運行経費をまかなうためにどの程度まで運賃収入でまかない、どの程度

を公的負担や協賛金などでまかなうのかを考え、運賃を設定します。 

 

 ②わかりやすい運賃を設定します     

・利用者にとってわかりやすい・覚えやすい・使いやすい運賃を設定します。

   

・運賃設定の主な種類は、「均一制」「距離制（対キロ制）」「ゾーン制」がありま

す。 

 

 ③路線バス・タクシーとの運賃の整合を図ります     

・路線バスよりも著しく低額な運賃設定は、路線バスの利用者を結果的に奪うこ

とに繋がるため、路線バスと同等か、それ以上に設定する必要があります。 

・路線バスへの乗り継ぎの場合は、運賃を割引するなど、乗り継ぎの抵抗を減ら

す等の工夫も考えられます。 

・また、国の指針により、タクシー運賃の約８割が上限とする等の定めもあるた

め、関係機関への確認等が必要です。 
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 また、多く利用する方にメリットのある運賃サービスとして、回数券や定期券

等を検討することも可能です。 

 

運行経費のうち、公費負担（上限あり）を差し引いた分が、地域と利用者が負

担する分となります。運賃は、地域負担との配分を検討の上、適切に設定するよ

うにしましょう。  

  

□利用予約                                                          

区域運行型等予約制の運行ルートとする場合や、予約があった便・区間のみを

運行する場合には、予約の方法（電話、インターネット）や予約のルール（予約、

キャンセルの締切時間等）を設定する必要があります。また、予約を円滑に行う

ため、また、利用者を限定する場合の要件確認を行う場合には、事前の利用者登

録を行う必要があります。 

予約の受付方法としては、コールセンターの設置や交通事業者に委託するタ

クシー事業者の配車センターを活用するといった方法があります。 

利用日時を予約する場合、交通事業者が無理なく対応できる範囲で、利用した

い日時からどの程度の前（例えば 7日前～2時間前）の予約とするか、また、帰

りの利用も同時に予約するか等の設定を考えましょう。合わせて、予約やキャン

セル等の連絡に係るルールについても設定しましょう。
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[４] 事業採算性の検証 

～本格運行、運行継続に向けた評価指標と目標値の設定～ 

地域等が主体となって移動手段としての乗合タクシー等運行事業を運営する

にあたっては、単に運行を継続していくだけでは途中で事業が頓挫する可能性

もあります。将来に向けて持続可能な運行・運営を行っていくために、定期的な

評価が必要となります。そのため、運行継続・運行内容の見直しを検討する判断

基準として、評価指標と目標値（目安）を設定します。 

またこの基準は、実証運行から本格運行に踏み切る、或いは、本格運行後も運

行を継続するかどうかを検討し判断する目安とします。 

指標 目標（基準の目安）  備考 

乗合率 

（１台あたりの乗車人

数） 

１乗車 1.5 人以上 

目安 2.0 人 

 

運行状況と利

用ニーズの有

無を判断するた

めの評価指標 

 

収支率 

（運賃収入/運行経費） 

乗合タクシー運行 

10％以上 

目安 20％ 

 

相乗りタクシー運行 

 10％以上 

目安 20％ 

 

自家用有償旅客運送 

10％以上 

費用対効果を

判断するための

評価指標 

※運賃収入は、利

用者からの運賃収

入だけでなく、地域

からの協賛金なども

収入に含みます。 

※運行経費は、車

両導入費、人件費、

燃料費、車両管理

費などのほか、予約

配車システム運営

費も含みます。 

運行経費については、利用者からの運賃と地域負担を差し引いた額が公費負

担となりますが、目標（目安）までの公費負担が上限となります。 

 

上記の他、「利用者一人当たりのコスト」や「運行日当たりの利用者数」「実利

用者数」「稼働率」などを指標とし、日常の移動手段として目的地へのアクセス

を確保できているかなど、地域交通の多面的な効果を注視することが必要です。 

実証運行の開始前に、評価指標を設定してその達成状況に応じて、運行内容の

見直しや利用促進活動に取り組む必要があります。 

実証運行の段階で目標（目安）を達成できなかった場合は、運行内容の見直し

や、運行手段の見直し（ダウンサイジング）を検討します。 

目標（目安）を達成した場合にも、持続可能性を高めるため改善を図ります。 
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 [５] 評価・見直し方法 

継続可能な利用しやすい交通とするために、設定した２つの運行継続条件（目

標値）により、運行内容を定期的に評価し、見直します。 

 

◇効果検証と運行内容の見直し検討 

試験運行中に、利用者数の計測や利用者等へのアンケート調査を行い、その結

果から地域内交通の効果と課題を検証します。 

・・・・・ 利用状況、運行上の問題点、ダイヤ・運賃の妥当性、 

運営収支等のチェック 

 

利用実績や利用者のニーズ等実情を把握し、運行日や運行時間、運行本数、運

行ルートなど運行内容を見直し、利便性・持続可能性を高めるように創意工夫し

取組を継続して行います。 

運行継続基準（目標値）に達していない場合は、運行内容の見直しを行い、そ

れでも達成が難しい場合は、運行手段の見直し（ダウンサイジング）あるいは運

行のとりやめを検討します。 
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ＰＤＣＡサイクル（運行内容の見直し・改善の手順）

Action : 改善

運行内容の見直し

Plan : 計画

運行内容の検討

Do : 実行

実証運行・本格運行

Check : 確認

運行実績の効果検証


